
山形県県土整備部ＩＣＴ活用工事（土工）推進モデル工事試行要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、ＩＣＴ活用工事の拡大に資する取組として、山形県県土整備部又は各総合

支庁建設部が発注するＩＣＴ活用工事（土工）を推進するためのモデル工事（以下「モデル工

事」という。）の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 モデル工事とは、「山形県県土整備部ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領」（以下「ＩＣ

Ｔ活用工事試行要領」という。）で発注したＩＣＴ活用工事について、「３次元出来形管理等

の施工管理」及び「３次元データの納品」に要する費用（以下「出来形管理等費用」とい

う。）に関し、受注者が提出した見積りを基に算定した設計額（以下「見積算定額」とい

う。）とＩＣＴ活用工事試行要領に基づき算定した設計額（以下「要領算定額」という。）を

比較し、見積算定額が要領算定額を超える場合は、見積算定額により契約変更を行う工事をい

う。ただし、見積算定額は3,000,000円（消費税及び地方消費税を含めた場合は3,300,000円）

を上限とし、見積りが上限額を上回る場合は上限額を見積算定額とする。要領算定額が見積算

定額を超える場合は、要領算定額により契約変更を行う。 

 

（対象工事） 

第３条 対象工事は、ＩＣＴ活用工事（土工）で発注する工事のうち、発注者が選定した工事と

する。 

 

（特記仕様書への記載） 

第４条 発注者は、次の記載例に従い、特記仕様書に当該工事がモデル工事である旨を記載す

る。 

 

 （変更積算の特例） 

第５条 見積算定額により契約変更を行う場合の出来形管理等費用の変更積算方法については、

次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に読み替えて

適用するものとする。 

 

（記載例） 

〇－〇 ＩＣＴ活用工事（土工）推進モデル工事について 

 本工事は、ＩＣＴ活用を推進するためのモデル工事である。実施にあたっては、

「山形県県土整備部ＩＣＴ活用工事（土工）推進モデル工事試行要領」に基づき実施

するものとする。 

 「３次元出来形管理等の施工管理」及び「３次元データの納品」を行った場合は、

受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。 



規 定 読み替えられる字句 読み替える字句 

１ 土木工事標準積算基準書（国

土交通省版Ⅰ） 

(1) 第Ⅱ編 共通工 

第１章 土 工 

② 土工 

②－２ 土工（ＩＣＴ） 

５ その他ＩＣＴ建設

機械経費等 

５－４ ３次元出来

形管理・３次元デ

ータ納品の費用、

外注経費等の費用 

(2) 第Ⅲ編 河 川 

第３章 砂防工 

① 土工 

①－２ 土工（ＩＣＴ） 

５ その他ＩＣＴ建設

機械経費等 

５－４ ３次元出来

形管理・３次元デ

ータ納品の費用、

外注経費等の費用 

(3) 第Ⅳ編 道 路 

第１章 舗装工 

① 路盤工 

①－２  路盤工（ＩＣ

Ｔ） 

５ その他ＩＣＴ建設

機械経費等 

５－４ ３次元出来

形管理・３次元デ

ータ納品の費用、

外注経費等の費用 

２ 山形県県土整備部ＩＣＴ活用

工事（河床等掘削）積算要領 

４ ３次元出来形管理・３次元

データ納品の費用、外注経費

等の費用 

 ３次元座標値を面的に取得

する機器を用いた出来形管理

及び３次元データ納品を行う

場合における経費の計上方法

については、共通仮設費率、

現場管理費率に以下の補正係

数を乗じるものとする。 

・共通仮設費率補正係数：1.2 

・現場管理費率補正係数：1.1 

※小数点第３位四捨五入２

位止め 

 ３次元座標値を面的に取得

する機器を用いた出来形管理

及び３次元データ納品を行う

場合における経費の計上方法

については、共通仮設費の技

術管理費に計上するものと

し、必要額を適正に積み上げ

るものとする。 

 

 （費用比較方法） 

第６条 第２条に規定する要領算定額と見積算定額との比較は別記出来形管理等費用比較手順書

に基づき行うものとする。 

 

附 則 

 この要領は、令和４年７月１日から施行し、同日以後に施行伺を行う工事から適用する。 

                        



山形県県土整備部ＩＣＴ活用工事（土工）モデル工事試行要領

出来形管理等費用比較手順書

Ⅰ-① 積算システム(ESTIMA V6)で対象となる変更設計書を作成します。
ＩＣＴ活用工事試行要領に基づき、出来形管理等費用を除く全ての変更事項の入力が完了した
状態にします。

工事費計 71,522,000円

別記

Ⅰ：算定準備

山形県県土整備部ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領において、ＩＣＴ活用工事（土工）では

「３次元出来形管理等の施工管理」「３次元データ納品」に係る費用（出来形管理等費用）は土

木工事標準積算基準書（国土交通省版Ⅰ）に基づき共通仮設費、現場管理費を補正することでそ

の費用を計上することとなっています。

ＩＣＴ活用工事（土工）モデル工事では受注者が提出した見積りを基に算定した設計額（以下

「見積算定額」という。）とＩＣＴ活用工事試行要領に基づき算定した設計額（以下「要領算定

額」という。）を比較し、見積算定額が要領算定額を超える場合は、見積算定額により契約変更

を行います。

見積算定額と要領算定額を比較する手順は以下のとおりです。

（※以降の設計内容は参考例です。）



Ⅱ-② 設計書総括画面を開き、 「共通仮設費補正係数」「現場管理費補正係数」の欄に、
ICT活用工事に係る補正係数を乗じた補正係数※を入力します。
※ 施工地域を考慮した補正、週休２日確保工事の補正がある場合は、それらを乗じた
※ 補正係数にICT活用工事に係る補正係数を乗じます。

ICT活用工事に係る補正係数 共通仮設費補正係数：1.2 現場管理費補正係数：1.1

1.2倍 1.1倍

Ⅱ-③ 設計書総括画面を閉じ、「計算」を行い工事費計を確認します。

工事費計 74,470,000円

Ⅱ-④ Ⅱ-①、Ⅱ-③より要領算定額を算出します。

要領算定額 74,470,000 – 71,522,000 = 2,948,000円

Ⅱ-① Ⅰで作成した設計書を開きます。

出来形管理等費用計上前 工事費計 71,522,000円

Ⅱ：要領算定額の算出



Ⅲ：見積算定額の算出

Ⅲ-① Ⅰで作成した設計書を開きます。

出来形管理等費用計上前 工事費計 71,522,000円

Ⅲ-② 工種体系ツリーの技術管理費配下のレベル４に「３次元出来形管理・３次元データ納品費用
等」に当る工種コード（Yで始まるコード）を作成します。（コードの名称は不問）
「３次元起工測量・３次元設計データ作成費用」 直下にY4900を追加し名称変更するか、「３次

元起工測量・３次元設計データ作成費用」をコピー、貼り付けした後に名称を「３次元出来形管理・３次
元データ納品費用等」等に変更する等の手順で作成できます。

Ⅲ-③ 受注者より提出を受けた見積書を基に登録単価（F単価） 「出来形管理・３次元データ納品
費用等」を作成し、Ⅲ-②で作成した工種コード配下に挿入します。（コードの名称は不問）



Ⅲ-④ 「計算」を行い工事費計を確認します。

工事費計 74,602,000円

Ⅲ-⑤ Ⅲ-①、Ⅲ-④より見積算定額を算出します。

見積算定額 74,602,000 – 71,522,000 = 3,080,000円

※ ただし、見積算定額が試行要領で規定された上限額（税込3,300,000円）を上回った場合は、
上限額を見積算定額として採用します。

Ⅳ：算定額の比較

Ⅳ-① 要領算定額（Ⅱ-④）と見積算定額（Ⅲ-⑤）を比較します。

要領算定額 2,948,000円

見積算定額 3,080,000円

Ⅳ-② 要領算定額より見積算定額が低い場合は、要領算定額により契約変更を行います。
→手順Ⅱで作成した設計書を採用する。

要領算定額より見積算定額が高い場合は、見積算定額により契約変更を行います。
→手順Ⅲで作成した設計書を採用する。（上限税込3,300,000円）



 

 

ＩＣＴ活用工事（土工）推進モデル工事 

出来形管理等費用算定に関する概念図 
 

 

 

①            ＜             ＜   見積上限   の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②            ＜   見積上限   ＜             の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  見積上限  ＜              ＜             の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積上限 

（税込 3,300,000円） 

見積上限 

（税込 3,300,000円） 

要領算定額 見積額 

見積額が見積上限（税込 3,300,000円）を下回っているため、 

見積額をそのまま見積算定額として採用する。 

 

要領算定額と見積算定額を比較し見積算定額が要領算定額を上回るため、 

見積算定額を出来形管理等費用として計上する。 

（見積額を採用） 

見積額が見積上限（税込 3,300,000円）を上回っているため、 

上限額である 3,300,000円を見積算定額として採用する。 

 

要領算定額と見積算定額を比較し見積算定額が要領算定額を上回るため、 

見積算定額を出来形管理等費用として計上する。 

（見積上限額を採用） 

要領 

算定額 

見積額 

要領 

算定額 

見積額 

要領算定額 見積額 

見積上限 

（税込 3,300,000円） 

見積額が見積上限（税込 3,300,000円）を上回っているため、 

上限額である 3,300,000円を見積算定額として採用する。 

 

要領算定額と見積算定額を比較し見積算定額が要領算定額を下回るため、 

要領算定額を出来形管理等費用として計上する。 

（要領算定額を採用） 

 

要領 

算定額 

見積額 

要領算定額 見積額 
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④            ＜            の場合 

 

 

 

要領算定額 見積額 

要領算定額と見積額を比較し見積額が要領算定額を下回るため、 

いずれの場合も見積算定額が要領算定額を下回る。 

要領算定額を出来形管理等費用として計上する。 

（要領算定額を採用） 
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